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１ 背景・目的  

 

平成２５年度に策定した「藤沢市公共施設再整備基本方針」（以下「再整

備基本方針」という。）では、公共施設の再整備の基本的な考え方として、

「公共施設の安全性の確保」、「公共施設の長寿命化」、「公共施設の機能集

約・複合化による施設数の縮減」を掲げています。 

この考え方に基づき、「再整備基本方針」を具現化し、計画的に公共施設

の再整備を進めていくことを目的として、平成２６年度に、「藤沢市市政運

営の総合指針２０１６」（以下「総合指針２０１６」という。）の期間に合

わせた「第１次藤沢市公共施設再整備プラン」（以下「第１次再整備プラン」

という。）を策定しました。 

「第１次再整備プラン」は、「総合指針２０１６」の期間に合わせて実施

する短期プランと平成２６年度からの２０年間の再整備の考え方を施設分

類ごとに示した長期プランで構成されています。（表Ⅰ－１－１参照） 

「第１次再整備プラン」策定以降は、プランの進捗状況を踏まえ、「藤沢

市市政運営の総合指針２０２０」、「藤沢市市政運営の総合指針２０２４」

の期間に合わせて、「第２次藤沢市公共施設再整備プラン」、「第３次藤沢市

公共施設再整備プラン」（以下「第３次再整備プラン」という。）を策定し

ています。 

「第４次藤沢市公共施設再整備プラン」（以下「第４次再整備プラン」と

いう。）は、「（仮称）藤沢市市政運営の総合指針２０２８」（以下「総合指

針２０２８」という。）の期間に合わせて作成しました。 
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表Ⅰ－１－１ 再整備プランの計画年度 

第１次 

藤沢市公共施設 

再 整 備 プ ラ ン 

第１期 

短期プラン 

 

 

 

   

平成２６年度～ 

平成２８年度  

長期プラン 

平成２６年度～令和１５年度（２０年間）  

総合指針２０１６ 
平成２５年度～

平成２８年度 

    

 

 

第２次 

藤沢市公共施設 

再 整 備 プ ラ ン 

 第２期 

短期プラン 

   

平成２９年度～ 

令和２年度 

長期プラン 

          ～令和１５年度  

総合指針２０２０ 
平成２９年度～ 

令和２年度 

   

 

 

第４次 

藤沢市公共施設 

再 整 備 プ ラ ン 

   第４期 

短期プラン 

 

令和７年度～ 

令和１０年度 

長期プラン 

～令和１５年度 

総合指針２０２８ 
令和７年度～ 

令和１０年度 

 

 

 

  

第３次 

藤沢市公共施設 

再 整 備 プ ラ ン 

  第３期 

短期プラン 

  

令和３年度～ 

令和６年度 

長期プラン 

   ～令和１５年度 

総合指針２０２４ 
令和３年度～ 

令和６年度 
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２ 第３次再整備プランの取組状況等について 

 

(1) 機能集約・複合化に関する取組状況について 

「再整備基本方針」では、公共施設再整備の基本的な考え方のひとつ

に「公共施設の機能集約・複合化による施設数の縮減」を掲げ、機能集

約・複合化を伴わない単一機能での施設の建替えについては、原則禁止

とし、新たな施設整備を行う際は、既存の施設の有効活用を検討し、周

辺施設等との機能集約、複合化を検討することとしています。  

「第３次再整備プラン」では、表Ⅰ－２－１に記載している既存機能

１４施設（①～⑭）を８施設（№１～８）に複合化する方向で再整備を進

めてきました。また、これまでの既存機能に新規機能及び賃借機能を加

え、合計３９の機能を８施設にまとめていきます。  

複合化する機能の詳細は、次のとおりです。  

 

表Ⅰ－２－１ 複合化する機能の一覧 

事業名 

（8 施設） 

複合化する機能 

既存機能 

（14 施設 23 機能） 
（既存施設又はその周辺

の公共施設機能） 

新規機能 

（3 機能） 
（再整備に伴い新た

に追加した機能） 

賃借機能 

（13 機能） 
（既存施設周辺で賃

借していた機能） 

№

１ 

辻堂市民センター再

整備（南消防署辻堂

出張所（第 10 分団）

等） 

（7 機能を複合化） 

※R3.8 供用開始 

① ・辻堂市民センター 

・辻堂公民館 

・辻堂市民図書室 

・防災備蓄倉庫 

 ・辻堂西地域包括支

援センター 

・辻堂地区ボランテ

ィアセンター 

② ・南消防署辻堂出張

所（第 10 分団） 

№ 

２ 

善行市民センター再

整備 

（6 機能を複合化） 

※R2.1 供用開始 

健康プラザ棟 

※R4.3 供用開始 

③ ・善行市民センター 

・善行公民館 

・善行市民図書室 

・善行地区ボランテ

ィアセンター 

・防災備蓄倉庫 

 ・善行地域包括支援

センター 

№ 

３ 

OUR Project 

(生活・文化拠点再整

備) 

（10 機能を複合化） 

 

④ ・市民会館 ・生涯学習室 

・防災備蓄倉庫 

・市民ギャラリー 

・アートスペース 

・南市民図書館 

・常設展示室 

・市民活動推進セン

ター 

⑤ ・文書館 

⑥ ・青少年会館 

№ 

４ 

村岡市民センター等

再整備（第 6 分団） 

（5 機能を複合化） 

⑦ ・村岡市民センター 

・村岡市民図書室 

 ・村岡地域包括支援

センター 

・村岡地区ボランテ

ィアセンター ⑧ ・第 6 分団器具置場 
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№ 

５ 

善行保育園、善行乳

児保育園等再整備  

（3 機能を複合化） 

⑨ ・善行保育園 

・善行乳児保育園 

 ・善行つどいの広場 

№ 

６ 

環境事業センター再

整備（南北収集事務

所統合整備） 

（3 機能を複合化） 

※R5.2 供用開始 

⑩ ・環境事業センター ・放課後児童クラブ 

（石川小学校区） 

 

⑪ ・南部収集事務所 

№ 

７ 

鵠南小学校等再整備  

（3 機能を複合化） 

※R6.9 供用開始 

⑫ ・鵠南小学校 

 

 ・放課後児童クラブ

（鵠南小学校区） 

⑬ ・浜見保育園 

№ 

８ 

辻堂小学校再整備  

（2 機能を複合化） 

⑭ ・辻堂小学校  ・放課後児童クラブ

（辻堂小学校区） 

 

 

(2)  機能集約・複合化に関する取組の評価について 

機能集約・複合化の効果について、第３期短期プラン実施事業のうち、

既に再整備が完了し、供用開始後１年以上経過している辻堂市民センタ

ー、環境事業センターについて、検証を行いました。  

 

ア 検証結果 

 

(ｱ)辻堂市民センター再整備（南消防署辻堂出張所（第１０分団）等） 

（令和３年８月供用開始） 

a 効果 

     ・賃借料の節減 

（包括支援センター：約 379 万円/年、 

ボランティアセンター：約 60 万円/年） 

     ・土地売却益の発生（旧南消防署辻堂出張所跡地：約 6,600 万円） 

     ・体育室、ホールの整備による稼働率の向上 

     ・行政サービス提供場所の一元化による利便性の向上 

     ・消防出張所との複合化による防災機能の向上 

b 課題 

     ・面積の増加による施設整備費、維持管理費の増加 

     （辻堂市民センター：1,475 ㎡→4,059 ㎡） 

     （南消防署辻堂出張所：581 ㎡→1,091 ㎡） 

    ・用地取得費の発生（約 30,025 万円） 

 ・体育室、ホール以外の稼働率の低迷 
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  (ｲ)環境事業センター再整備（南北収集事務所統合整備） 

（令和５年２月供用開始） 

a 効果 

・機能集約による面積の縮減 

  （環境事業センター、南部収集事務所： 

1,906＋1,480=3,386 ㎡→2,630 ㎡） 

  ・面積の縮減による施設整備費、維持管理費の節減 

   ・収集拠点の集約による収集業務の効率化 

 ・放課後児童クラブ新設によるニーズへの対応 

 

イ 評価（今後の検討課題について） 

機能集約・複合化による効果として、一般的には、財政改善効果、利

便性の向上、稼働率の向上、地域の活性化などが挙げられます。 

辻堂市民センター再整備においては、財政改善効果として、既存賃借

施設の賃借料の節減、既存施設跡地の売却益の発生が挙げられます。

一方で、財政課題としては、用地取得費の発生や面積の増加による施

設整備費、維持管理費の増加が挙げられます。面積増加の原因として

は、旧施設には無かった体育室等の機能の追加やバリアフリー等への

対応、消防車両の大型化、仮眠室の個室化などが考えられます。また、

複合化による利便性の向上、消防出張所との複合化による防災機能の

向上があった一方で、体育室、ホール以外の諸室の稼働率の低迷が課

題です。 

環境事業センター再整備においては、財政改善効果として、機能集約

に伴う面積縮減による施設整備費、維持管理費の節減が挙げられます。

また、収集拠点の集約による収集業務の効率化や放課後児童クラブ新

設によるニーズへの対応などの効果が挙げられます。 

機能集約・複合化による財政改善効果を得るためには、従来の床面積

を縮減させるほど効果が高く、再整備の検討に当たっては、現在の社

会ニーズに合っているか、行政としての役割を終えていないか、民間

への機能移転により代替することが可能かなど、機能と施設を分離し

て検討する必要があります。また、利便性の向上、稼働率の向上に向け

ては、利用者ニーズ、利用状況の検証が必要となります。 
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３ 施設の再整備における庁内体制及び進捗管理について  

 

(1) 情報の一元化 

公共施設の再整備に当たり、企画政策部企画政策課において、機能集

約、複合化等に関する各部局間の調整を図るとともに、公共施設再整備

に関する情報や短期プラン掲載事業の進捗状況を一元的に管理します。  

なお、進捗状況については、「藤沢市公共資産活用等検討委員会」1（以

下「公共資産活用等検討委員会」という。）において、報告を行い、全庁

的に情報共有を図ります。  

 

(2) 事業化に係る庁内体制及び意思決定の流れ 

公共施設の再整備に当たり、事業所管課において、「再整備基本方針」

に基づく検討を行います。検討結果について、「公共資産活用等検討委員

会」で検討・審査の上、「政策会議」2において審議し、再整備等の必要が

あると認められたものについては、短期プラン検討事業に位置づけます。 

 検討事業に位置づけられた事業については、基本構想等に着手し、コ

ンセプト、スケジュール、施設規模などの検討を行います。検討結果に

ついて、「公共資産活用等検討委員会」で検討・審査の上、「政策会議」に

おいて審議し、短期プラン実施事業に位置づけます。  

 実施事業に位置づけられた事業については、基本設計等に着手してい

きます。  

（図Ⅰ－３－１参照） 

 

  

 
1 藤沢市公共資産活用等検討委員会：公有地等の有効活用並びに公共施設等の再整備及

び総合管理に係る方策を検討及び審査することにより、市の財政運営に必要な財源の

確保に資するために設置しています。  

 
2 政策会議：市政運営の基本方針及び市政の重要施策等について、行政運営の視点から

的確かつ効率的な政策判断を行うとともに、部等の総合調整を図り、もって市行政の

円滑かつ能率的な推進を図ることを目的に設置しています。  
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図Ⅰ－３－１公共施設再整備事業化フロー 

    

 

※フローは一般的な公共施設再整備の流れを示したものであり、災害復旧等の

緊急性を有する事業等については、フローによらないこともできるものとし

ます。 

STEP1 事業発案

「再整備基本方針」に基づく検討

　◆施設の状況把握

↓ 　◆機能の必要性の明確化

　◆施設の再整備に向けた検討

　◆優先順位の確認

STEP2 藤沢市公共資産活用等検討委員会による検討・審査　【事前協議１】

↓
STEP3 政策会議による審議

↓
STEP4 検討事業へ位置付け（短期プラン）

↓
STEP5 基本構想等

基本構想等における検討

　◆コンセプトの検討

　◆施設規模、諸室（機能）の検討

↓ 　◆複合化の検討

　◆PPP/PFI手法導入の検討（サウンディング型市場調査等）

　◆事業スケジュールの検討

　◆概算事業費の検討

STEP6 藤沢市公共資産活用等検討委員会による検討・審査　【事前協議２】

↓
STEP7 政策会議による審議

↓
STEP8 実施事業へ位置付け（短期プラン）

↓
STEP9 事業化（基本設計等）
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この場合は、「公共資産活用等検討委員会」でその理由について検討・審査す

ることとします。 

※事前協議に当たっては、施設所管課において、チェックシートを作成します。 

※複合化に係る庁内照会は企画政策課が実施します。 

※事業内容、規模等に応じて庁内検討プロジェクトを組織します。 

※複合化の検討に併せて事業・施設を統括する事業主管課を決定します。（原則

として再整備プラン事業主管課） 

※適宜、事業主管課による事業内容の方向性に関する市民・関係団体への説明、

意見調整を行います。 

※適宜、施設所管課、事業主管課による施設利用者等への複合化方針の説明、

意見調整を行います。 
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(3) 施設の機能集約・複合化に伴い発生した空き施設・跡地に係る事項 

機能集約や複合化等に伴い発生した空き施設や跡地の有効活用につい

ては、企画政策部企画政策課において、活用希望の有無について、全庁

照会を実施し、関係各部と企画政策課において、活用の方向性について

整理し、「公共資産活用等検討委員会」で検討・審査の上、「政策会議」に

おいて審議し、決定します。  

活用の方向性については、以下の４つに分類されます。  

  （図Ⅰ－３－２参照） 

 

ア 公共使用型 

公共機能として、市が使用を継続するもの。 

 

イ 資産売却型 

公共機能としての活用がないため、売却するもの。 

 

ウ 民間活用型 

公共資産パートナーシップ提案制度に基づき、公民連携による活用

を図るもの。 

 

エ 指定活用型 

市が用途を指定して、民間事業者等が活用を図るもの。 
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図Ⅰ－３－２ 公共資産の有効活用に係る手続き等フローチャート 

 

【庁内照会】
空き施設等の活用提案の有無を照会

企画政策課→全庁

【方向性の検討・審査】
藤沢市公共資産活用等検討委員会

による方向性の検討・審査
類型：①

【方向性の検討・審査】
藤沢市公共資産活用等検討委員会

による方向性の検討・審査
類型：②・③・④

【方向性の意思決定】
政策会議による審議

【方向性の意思決定】
政策会議による審議

【方針案の作成】
地域住民・関係団体等へ活用の方向性

を周知又は説明し方針案を作成

【方針の意思決定】
政策会議による審議

【活用事業化】

活用提案：有 活用提案：無

①
公
共
使
用
型

②
資
産
売
却
型

③
民
間
活
用
型

④
指
定
活
用
型

公
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能
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（１）フローチャート［F］の類型別の事務処理担当課は次のとおり。

（２）フローチャート［F］の周知・説明の対象や方法は所管課の判断による。
（３）活用に伴う建築物の解体に係る事務処理は原則として現所管課が行う。
（４）政策会議において方向性又は方針の案が承認されない場合は、藤沢市公共資産活用等

検討委員会に差し戻す。
（５）このフローチャートは、一般的な手続き等の流れを示したものであり、公共資産の特

性に応じてこれによらないこともできる。

空き施設等：再整備や用途廃止に
より空き施設となった公共建築物
や市有地、寄付を受けた不動産等
のことをいう。

①公共使用型 ②資産売却型 ③民間活用型 ④指定活用型

現所管課
新所管課

現所管課
現所管課
企画政策課

現所管課
新所管課

B

C

D

E

F

G

H
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Ⅱ 短 期 プ ラ ン 
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１ 第３期短期プランの進捗状況について  

 

第３期短期プランでは、「実施事業」として２０事業、「検討事業」として

１４事業の合計３４事業に取り組みました。進捗状況は、次のとおりです。

（表Ⅱ－１－１参照）  

 

(1) 実施事業 

第３期短期プランに掲げた２０事業の内、９事業で、施設の再整備が

終了しています。  

また、１０事業が設計中または施工中で、これらの事業については、

第４期短期プランに位置づけて、引き続き取組を進めます。  

 

(2) 検討事業 

第３期短期プランに掲げた１４事業の内、５事業については、施設の

基本設計等の事業化段階になったことから、第４期短期プランの実施事

業に位置づけます。それ以外の９事業については、さらに検討を進める

ことにより進捗が見込まれることから、第４期短期プランにおいても引

き続き検討事業に位置づけます。  
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表Ⅱ－１－１ 第３期短期プランの進捗状況 

第３期短期プラン 進捗状況 指針 

実
施
事
業 

① 
辻堂市民センター再整備 

（南消防署辻堂出張所（第１０分団）等）  

終了 

（R3.8 供用開始） 
※ 

② 善行市民センター再整備 
終了 

（R4.3 供用開始） 
※ 

③ 藤沢石原谷市民の家再整備  
終了 

（R4.2 供用開始） 
※ 

④ 生活・文化拠点再整備（藤沢市民会館等再整備） 継続 ※ 

⑤ 村岡公民館等再整備（第６分団）  継続 ※ 

⑥ 文化財収蔵庫再整備 検討事業へ  

⑦ 鵠沼保育園等再整備 継続  

⑧ 善行保育園、善行乳児保育園等再整備 継続  

⑨ 北部環境事業所再整備 
終了 

（R5.4 供用開始） 
※ 

⑩ 環境事業センター再整備（南北収集事務所統合整備） 
終了 

（R5.2 供用開始） 
※ 

⑪ 石名坂環境事業所再整備 継続 ※ 

⑫ 江の島サムエル・コッキング苑再整備  
終了 

（R4.11 供用開始） 
※ 

⑬ 鵠沼海浜公園再整備 
終了 

（R6.6 供用開始） 
※ 

⑭ （仮称）遠藤笹窪谷公園整備（多目的施設棟） 
終了 

（R4.7 供用開始） 
 

⑮ 南消防署本町出張所（第９分団）再整備  継続 ※ 

⑯ 鵠南小学校等再整備 
終了 

（R6.9 供用開始） 
※ 

⑰ 鵠沼中学校再整備 継続  

⑱ 辻堂小学校再整備 継続  

⑲ 大庭台墓園立体墓地再整備[特別会計施設] 継続 ※ 

⑳ 下水道施設再整備[特別会計施設] 継続 ※ 

検
討
事
業 

① 片瀬山市民の家再整備 実施事業へ  

② 鵠沼市民センター等再整備  実施事業へ  

③ 老人福祉センターやすらぎ荘再整備  継続  

④ 太陽の家再整備 継続  

⑤ 藤沢宿歴史的建築物整備（旧桔梗屋）  実施事業へ ※ 

⑥ 
南消防署苅田出張所（第５分団）再整備（自家用給

油所等） 
継続  

⑦ 北消防署善行出張所（第１５分団）再整備  継続  

⑧ 北消防署御所見出張所（第３０分団）再整備  継続  

⑨ 鵠洋小学校再整備 実施事業へ  

⑩ 片瀬小学校再整備 実施事業へ  

⑪ 明治中学校再整備 継続  

⑫ 藤沢小学校再整備 継続  

⑬ 明治小学校再整備 継続  

⑭ 白浜養護学校過大規模化解消事業  継続  

※印は、「総合指針２０２４」に位置づけられている事業 
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２ 第４期短期プランについて 

 

第４期短期プランは、「総合指針２０２８」の期間に合わせて、令和７年

度から令和１０年度までの４年間において、「再整備基本方針」に基づき、

再整備や事業化に向けた検討を行っていく事業を示します。  

（表Ⅱ－２－１参照）  

なお、単独で建設する便所や倉庫など居室を有しない施設、又は延べ面積

が 100 ㎡程度の小規模な施設の整備は、短期プランの対象外とします。  

 

(1) 対象事業 

再整備を行う「実施事業」として１６事業、事業化に向けた検討を行

う「検討事業」として１７事業の合計３３事業を対象事業とします。  

 

ア 実施事業 

第３期短期プラン期間中に、既に事業化されているもの、又は第３期

短期プラン期間中に、公共施設再整備事業化フローに基づく事前協議

２を完了し、第４期短期プラン期間中に事業化を予定しているものを

実施事業に位置づけます。 

 

イ 検討事業 

第３期短期プランにおいて、既に検討事業、実施事業に位置づけられ

ているもの、または、第３期短期プラン期間中に、公共施設再整備事業

化フローに基づく事前協議１を完了し、第４期短期プラン期間中に基

本構想等への着手を予定しているものを検討事業に位置づけます。 

 

(2) プラン期間中の事業の移行について 

検討事業については、事業の進捗状況に応じて、適宜、公共施設再整

備事業化フローに基づく事前協議を行います。事前協議の結果、実施事

業に位置づける必要があると認められたものについては、実施事業に移

行します。  

 

(3) 「総合指針２０２８」との関連 

第４期短期プランの対象事業については、「総合指針２０２８」の重点

事業との整合を図り、確実に実施できるよう取り組んでいきます。  
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表Ⅱ－２－１ 第４期短期プラン 

第４期短期プラン 
第３期短期プラン 

からの移行区分 
指針 

実
施
事
業 

①   OUR Project（生活・文化拠点再整備） 継続 ※ 

② 村岡市民センター等再整備（第６分団） 継続  

③ 鵠沼保育園等再整備 継続  

④ 善行保育園、善行乳児保育園等再整備  継続  

⑤ 石名坂環境事業所再整備 継続  

⑥ 南消防署本町出張所（第９分団）再整備  継続 ※ 

⑦ 鵠沼中学校再整備 継続  

⑧ 辻堂小学校再整備 継続  

⑨ 鵠洋小学校再整備 移行  

⑩ 片瀬小学校再整備 移行  

⑪ 片瀬山市民の家再整備 移行  

⑫ 鵠沼市民センター等再整備  移行 ※ 

⑬ 藤沢宿歴史的建築物整備（旧桔梗屋）  移行 ※ 

⑭ 長久保公園みどりの相談所再整備  新規  

⑮ 大庭台墓園立体墓地再整備 [特別会計施設] 継続  

⑯ 下水道施設再整備 [特別会計施設]  継続 ※ 

検
討
事
業 

① 文化財収蔵庫再整備 移行 ※ 

② 老人福祉センターやすらぎ荘再整備  継続  

③ 太陽の家再整備 継続  

④ 
南消防署苅田出張所（第５分団）再整備  

（自家用給油所等） 
継続 

 

⑤ 北消防署善行出張所再整備  継続  

⑥ 北消防署御所見出張所（第３０分団）再整備  継続  

⑦ 明治中学校再整備 継続  

⑧ 藤沢小学校再整備 継続  

⑨ 明治小学校再整備 継続  

⑩ 
特別支援学校適正配置整備事業  

（白浜養護学校過大規模化解消事業）  
継続 

 

⑪ 藤沢聖苑再整備 新規  

⑫ 北部環境事業所１号炉再整備  新規  

⑬ 北部環境事業所し尿処理施設再整備  新規  

⑭ 市営住宅再整備 新規  

⑮ 学校給食センター整備 新規 ※ 

⑯ 少年の森管理棟再整備 新規 ※ 

⑰ 藤沢市民病院西館等再整備 ［特別会計施設］ 新規 ※ 

※印は、「総合指針２０２８」に位置づけられている事業 
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(4) 短期プランの更新 

「藤沢市市政運営の総合指針」の期間に合わせた４年間を計画期間と

して、各期間の最終年度に各事業の進捗状況を踏まえ、次期短期プラン

を策定することとしていることから、「総合指針２０２８」の最終年度（令

和１０年度）に第５期短期プランを策定します。  

 

(5) 第４期短期プランの事業費の見通し 

第４期短期プラン（実施事業）の事業費想定（一般会計）については、

表Ⅱ－２－２のとおりです。「中期財政見通し」との整合を図り、確実に

実施できるよう取り組んでいきます。令和７年度以降の見通しについて

は、政策的経費投入可能財源と短期プランの事業費の関係を含めて、年

度ごとに事業実施の可否の精査を行うものとします。  

 

表Ⅱ－２－２ 第４期短期プランの事業費想定（一般会計） 
 

区分 
第４期短期プラン（実施事業） 

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度  Ｒ１０年度  合計  

事業費 3,964,298 9,470,302 20,741,845 13,859,536 48,035,981 
特定財源 2,387,899 7,336,730 17,092,559 10,346,993 37,164,181 
一般財源 271,341 590,378 414,022 438,022 1,713,763 
基金※ 1,305,058 1,543,194 3,235,264 3,074,521 9,158,037 

 ※公共施設整備基金 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 
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 (6) 実施事業 

 

  

事業名  ページ  

実
施
事
業 

① OUR Project（生活・文化拠点再整備）  Ｐ19 

② 村岡市民センター等再整備（第６分団）  Ｐ22 

③ 鵠沼保育園等再整備 Ｐ25 

④ 善行保育園、善行乳児保育園等再整備  Ｐ28 

⑤ 石名坂環境事業所再整備  Ｐ31 

⑥ 南消防署本町出張所（第９分団）再整備  Ｐ34 

⑦ 鵠沼中学校再整備  Ｐ37 

⑧ 辻堂小学校再整備  Ｐ40 

⑨ 鵠洋小学校再整備 Ｐ43 

⑩ 片瀬小学校再整備 Ｐ46 

⑪ 片瀬山市民の家再整備 Ｐ49 

⑫ 鵠沼市民センター等再整備 Ｐ51 

⑬ 藤沢宿歴史的建築物整備（旧桔梗屋）  Ｐ54 

⑭ 長久保公園みどりの相談所再整備  Ｐ58 

⑮ 大庭台墓園立体墓地再整備[特別会計施設] Ｐ61 

⑯ 下水道施設再整備[特別会計施設] Ｐ64 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１  

(事業名 )  

OUR Project（生活・文化拠点再整備） 

事業主管課 企画政策部 企画政策課  

住所又は地番 鵠沼東８番１号他  

敷地面積 約36,000㎡（奥田公園 約16,600㎡を含む） 

現状・課題 

市民会館、旧南市民図書館ともに旧耐震基準で建設され、老朽化

や機能劣化が進んでいる状況であり、文化活動を支える施設とし

ての機能を維持していくことが年々困難となっています。 

また、当該地区が生活・文化拠点として位置づけられていること

や、周辺地域の内水浸水リスクが高いことなどを踏まえ、文化施設

を中心とした新たな拠点整備が求められています。 

コンセプト 

老朽化が進んでいる市民会館及び暫定移設している南市民図書

館と市民ギャラリーの再整備を基本に、文書館、青少年会館、市民

活動推進センター等の機能集約を図るとともに、内水浸水対策施

設の整備を行います。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から市民会館及び南市民図

書館の再整備に向けた検討を進め、その規模や機能を検証します。 

また、再整備に当たっては、公共施設の機能集約・複合化による

施設数の縮減を図ります。 

施設規模 

現況 

市 民 会 館    10,589 ㎡ 

市 民 ギ ャ ラ リ ー     487 ㎡ ※１ ※２ 

ア ー ト ス ペ ー ス     550 ㎡    ※２ 

旧 南 市 民 図 書 館     1,314 ㎡ ※１ 

文 書 館     690 ㎡ 

常 設 展 示 室     168 ㎡ ※１ ※２ 

青 少 年 会 館     921 ㎡ 

市民活動推進センター     449 ㎡      ※２ 

※１暫定移設前の施設面積を示します。 

※２賃借施設のため専用部分のみの施設面積を示します。 

計画 

約 16,220 ㎡ ※３ 

※３旧近藤邸、奥田公園駐車場、内水浸水対策施設を含ま

ない延べ面積を示します。 

主な諸室 

（機能） 
ホール機能、ギャラリー機能、図書館機能等 

複合化等 

想定施設 

【複合化する既存施設（機能）】 

市民会館、市民ギャラリー、アートスペース、南市民図書館、文書

館、常設展示室、青少年会館、市民活動推進センター、生涯学習室 

【整備対象とする施設（機能）】 

旧近藤邸、奥田公園、奥田公園駐車場、イベントスペース、防災備

蓄倉庫、ペデストリアンデッキ（鵠沼歩行者専用道）、内水浸水対

策施設 
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PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

供用開始後の管理・運営を重視し、指定管理者制度及び設計・施

工一括発注（デザインビルド）方式を効果的に組み合わせた公民連

携手法を構築します。 

 

 

想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで 

（Ｒ２まで） 

・図書館のあり方検討、市民会館建物調査等 

・再整備方針の決定 

・庁内検討、利用団体等へのヒアリング、サウン

ディング型市場調査の実施 

23,637 

 

 

 

 

（Ｒ３） 

・藤沢市民会館等再整備基本構想の検討 

・市民ワークショップの開催 

15,839 

（Ｒ４） 

・藤沢市民会館等再整備基本構想の策定 

・OUR Project マスタープラン（生活・文化拠点

再整備基本計画）の検討 

・シンポジウム及び市民対話集会の開催 

・サウンディング型市場調査の実施 

14,861 

（Ｒ５） 

・OUR Project マスタープラン（生活・文化拠点

再整備基本計画）の策定 

・シンポジウムの開催 

・関係団体等意見交換の実施 

・既存建物に係る調査 

・事業者公募要領の作成 

27,911 

（Ｒ６） 

・事業手法等に関する検証 

・シンポジウムの開催 

629 

Ｒ７ 
・管理・運営計画の検討 

・基本設計 
150,671 

Ｒ８ 

・管理・運営計画の策定 

・基本設計 

・市民会館及び旧南市民図書館の解体工事 

348,468 

Ｒ９ 
・市民会館及び旧南市民図書館の解体工事 

・実施設計 
722,037 

Ｒ１０ 

・実施設計 

・その他の既存工作物の解体工事 

・建設工事 

2,793,172 

Ｒ１１ ・建設工事 5,361,476 

Ｒ１２ 
・建設工事 

・開館準備 
10,409,304 
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供用開始予定 令和１３年 総事業費見込み 19,868,005 

（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  

※上記スケジュール及び想定事業費は、内水浸水対策施設を含まないものです。  

 

［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

藤沢保育園
藤沢子育て支援センター

第７分団器具置場

市民図書館

秩父宮記念体育館

市民会館

南消防署

保健所
南保健センター

旧近藤邸

旧南市民図書館 

奥田公園 

南消防署 

保健所 

南保健センター 

旧近藤邸 

秩父宮記念体育館 

第７分団器具置場  

藤沢保育園 

藤沢子育て支援センター  

市民会館 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

２  

(事業名 )  

村岡市民センター等再整備 

（第６分団） 

事業主管課 
市民自治部 村岡市民センター  

消防局 消防総務課  

住所又は地番 弥勒寺一丁目７番７号  

敷地面積 2,947㎡ 

現状・課題 

村岡市民センターについては、旧耐震基準で建設された民間施

設を取得し、耐震改修工事を行い増築した施設であり、老朽化のみ

ならず、手狭な状況にあります。 

また、地域住民からも建替え要望が出されています。 

コンセプト 

施設の老朽化と狭隘な施設環境を改善するとともに、バリアフ

リー環境を整備するため、現有機能に加えて新たに体育室を設置

する他、地域包括支援センター等を含めた複合施設として移転に

よる再整備を実施します。 

合わせて、隣接している第６分団器具置場も、市民センター施設

とともに、移転・再整備を行います。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

村岡市民センターは、13 地区の拠点施設として現機能を継続す

る必要があります。 

また、「公共施設の安全性の確保」の観点からも再整備を進める

とともに、周辺公共施設の機能集約や複合化を検討します。 

施設規模 

現況 

村岡市民センター 2,228 ㎡ 地下１階地上３階 ＲＣ造 

第６分団器具置場 69 ㎡ 地上２階 木造 

村岡地域包括支援センター 132.96 ㎡（賃借施設） 

計画 
村岡市民センター 約 4,000 ㎡ 地上３階 ＲＣ造 

第６分団器具置場 約 100 ㎡ 地上２階 鉄骨造 

主な諸室 

（機能） 

学習室、体育室、調理室、談話室（１～３）、実習室、和室、子ど

も室、団体活動室、多目的ホール、音楽室等。 

複合化等 

想定施設 

市民図書室、地域包括支援センター、地区ボランティアセンター、

第６分団器具置場 

PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

新駅設置計画に支障とならない必要最小限の敷地としなければ

ならず、民間事業者の参入可能性が低く、運営ノウハウ等を導入す

る部分が少ないため検討対象外とします。 
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想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで 

（Ｒ２まで） 

・建設検討委員会の開催 

・基本構想策定業務委託 

・既存擁壁調査 

・設計業務委託（基本・実施一括） 

（３カ年継続費） 

・地質調査業務委託 

（Ｒ３） 

・設計業務委託（２年目） 

（Ｒ４） 

・設計業務委託（３年目） 

・用地取得（買戻し） 

・仮設工事（仮囲い） 

（Ｒ５） 

・建設工事（３カ年継続費） 

・家屋調査（事前） 

・既存施設アスベスト調査業務委託 

（Ｒ６） 

・建設工事（２年目） 

35,995 

 

 

 

 

 

 

38,970 

 

875,281 

 

 

 

98,717 

 

 

 

968,080 

Ｒ７ 

・建設工事（３年目） 

・家屋調査（事後） 

・移転費用、初度調弁 

1,793,511 

供用開始予定 令和７年１０月 総事業費見込み 3,810,554 

（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  
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［現況写真］ 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 
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村岡市民センター  

第６分団器具置場  

村岡小学校 

村岡中学校  

村岡市民の家 

村岡地域包括支援センター 

事業予定地 

山崎跨線橋 



25 

 

(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

３  

(事業名 )  

鵠沼保育園等再整備  

事業主管課 子ども青少年部 子ども総務課  

住所又は地番 本鵠沼三丁目５９２０番１他  

敷地面積 1,832㎡＋再整備用地（借地942㎡） 

現状・課題 
鵠沼保育園については、1964 年（昭和 39 年）建設であり、老朽

化が進んでいます。 

コンセプト 

現鵠沼保育園の北側隣接地の空き地を新園舎建設用地として賃

借し、鵠沼保育園等を複合化して再整備を行います。  

また、再整備期間中も現園舎を活用し、保育サービスの継続的な

提供、仮設園舎の建設コスト縮減及び工期短縮等を図ります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

建築から相当年数を経過しているため、「公共施設の安全性の確

保」の観点から、建替えを検討します。  

施設規模 

現況 約 650 ㎡ 

計画 約 1,330 ㎡ 

主な諸室 

（機能） 
保育室、一時預かり保育室、地域交流室等 

複合化等 

想定施設 

同一敷地内で放課後児童クラブ（鵠洋小学校区）、自転車駐車場

を整備する予定です。 

PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

民間事業者が設計・施工し、建物を所有したまま維持管理を行う

「設計・施工一括リース方式」を採用します。 

 

 

想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで 

（Ｒ２まで） 

・再整備計画の策定 

・新園舎建設用地賃借料 

・埋蔵文化財調査 

9,496 

（Ｒ３） 

・再整備に向けた庁内検討 

・公募型プロポーザルによる事業者公募・選考 

・新園舎建設用地賃借料 

1,948 
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Ｒ６まで 

（Ｒ４） 

・賃貸借契約締結 

・基本設計、実施設計 

・新園舎建設用地賃借料 

2,214 

(990,000) 

※債務負担行為

の設定 

（Ｒ５） 

・建設工事 

・新園舎建設用地賃借料 

4,122 

（Ｒ６） 

・新園舎供用開始 

・リース料支払い開始 

・旧園舎解体工事等開始 

・新園舎建設用地賃借料 

43,800 

(18,750) 

※債務負担行為

の設定 

Ｒ７ 

・保育園部分再整備完了 

・複合化部分整備開始 

・リース料支払い 

・新園舎建設用地賃借料 

102,609 

Ｒ８ 
・リース料支払い 

・新園舎建設用地賃借料 
104,762 

Ｒ９ 
・リース料支払い 

・新園舎建設用地賃借料 
104,762 

Ｒ１０ 
・リース料支払い 

・新園舎建設用地賃借料 
104,762 

Ｒ１１以降 
・リース料支払い（令和１６年度まで） 

・新園舎建設用地賃借料 
587,001 

供用開始予定 令和６年９月 総事業費見込み 1,065,476 

（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

４  

(事業名 )  

善行保育園、善行乳児保育園等再整備  

事業主管課 子ども青少年部  子ども総務課  

住所又は地番 善行一丁目７番７他  

敷地面積 約2,515㎡ 

現状・課題 

善行保育園については､1966 年(昭和 41 年)建設､善行乳児保育

園については､1974 年(昭和 49 年)建設であり､老朽化が進んでい

ます｡ 

コンセプト 

善行市民センターの駐車場及び駅利用者の駐輪場として使用さ

れていた敷地を活用し、善行保育園、善行乳児保育園等を複合化し

て再整備を行います。  

また、再整備期間中も現園舎を活用し、保育サービスの継続的な

提供、仮設園舎の建設コスト縮減及び工期短縮等を図ります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

両保育園とも老朽化が進んでいるため、「公共施設の安全性の確

保」の観点から、建て替える必要があります。善行市民センター近

接地に計画することで、駐車場を共用し、敷地の有効活用を図るほ

か、近隣で賃借している善行つどいの広場との複合化を検討しま

す。  

施設規模 

現況 

善行保育園    551.56 ㎡ 

善行乳児保育園  391.95 ㎡ 

善行つどいの広場  72.90 ㎡ 

計画 
約 1,900～2,100 ㎡  

地上２階・地下１階 Ｓ造 

主な諸室 

（機能） 
保育室、一時預かり保育室、地域交流室等 

複合化等 

想定施設 
善行つどいの広場 

PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

民間事業者が設計・施工し、建物を所有したまま維持管理を行う

「設計・施工一括リース方式」を採用します。 
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想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで 

（Ｒ２まで） 

・基本構想策定（Ｈ２７） 

・特殊地下壕調査（Ｈ２８） 

・埋蔵文化財確認調査（Ｈ２８） 

10,483 

（Ｒ３） 

・庁内検討（複合化機能の検討等） 

0 

（Ｒ４） 

・庁内検討（仕様等） 

0 

（Ｒ５） 

・公募型プロポーザルによる事業者公募・選考 

・賃貸借契約締結 

・基本設計 

420 

(2,500,000) 

※債務負担行為

の設定 

（Ｒ６） 

・実施設計 

・埋蔵文化財発掘調査 

0 

Ｒ７ ・建設工事 0 

Ｒ８ 
・新園舎供用開始 

・リース料支払い開始 
140,525 

Ｒ９ ・リース料支払い 240,900 

Ｒ１０ ・リース料支払い 240,900 

Ｒ１１以降 ・リース料支払い（令和１８年度まで） 1,786,675 

供用開始予定 令和８年度中 総事業費見込み 2,419,903 

（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

５  

(事業名 )  

石名坂環境事業所再整備  

事業主管課 環境部 環境施設課  

住所又は地番 本藤沢二丁目１番１号  

敷地面積 19,409㎡ 

現状・課題 

石名坂環境事業所は、建設から既に 30 年以上が経過していま

す。また、北部環境事業所新２号炉は、令和４年度で竣工しました。

藤沢市は南北に長く、ごみの排出量や収集効率を考慮すると南北

に１施設ずつ焼却施設を設置することが効率的であることから、

施設整備を計画的に進める必要があります。 

コンセプト 
老朽化の進んでいる石名坂環境事業所について、藤沢市焼却施

設整備基本計画に基づき、再整備を進めていくものです。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

生活環境の保全及び公衆衛生の観点から、一般廃棄物の処理は

停滞の許されない事業です。これを担う焼却施設の老朽化が進ん

でいるため、「公共施設の長寿命化」及び「公共施設の安全性の確

保」の観点から施設のあり方を決定します。  

施設規模 

現況 13,714 ㎡ 地上４階・地下２階 ＲＣ造 

計画 13,714 ㎡ 地上４階・地下２階 ＲＣ造 

主な諸室 

（機能） 

廃棄物焼却炉（130t/日→120t/日） 

煙突の耐震補強 

防災拠点機能を有した新管理棟 

ペット火葬棟 

複合化等 

想定施設 
― 

PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

石名坂環境事業所整備基本構想において、事業手法の検討を行

った結果、公設公営方式が最も適合性が高い結果となりました。 

 

 

想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで 

（Ｒ２まで） 

・平成２８年藤沢市焼却施設整備基本計画の策

定 

・再整備に向けた所内検討 

・石名坂環境事業所アスベスト調査 

・石名坂環境事業所整備基本構想策定委託（１年

目） 

29,052 
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Ｒ６まで 

・石名坂環境事業所地歴調査 

（Ｒ３） 

・石名坂環境事業所整備基本構想策定委託（２年

目） 

 

63,187 

（Ｒ４） 

・石名坂環境事業所生活環境影響調査業務委託

（１年目） 

・石名坂環境事業所長寿命化総合計画策定業務

委託 

29,204 

（Ｒ５） 

・石名坂環境事業所生活環境影響調査業務委託

（２年目） 

13,174 

（Ｒ６） 

・石名坂環境事業所新１号炉基幹的設備改良工

事（１年目） 

・石名坂環境事業所土壌汚染調査 

2,143 

Ｒ７ 

・石名坂環境事業所新１号炉基幹的設備改良工

事（２年目） 

・石名坂環境事業所新１号炉施工監理委託（１年

目） 

・石名坂環境事業所新管理棟及びペット火葬棟

実施設計委託 

999,167 

Ｒ８ 

・石名坂環境事業所新１号炉基幹的設備改良工

事（３年目） 

・石名坂環境事業所新１号炉施工監理委託（２年

目） 

3,344,484 

Ｒ９ 

・石名坂環境事業所新１号炉基幹的設備改良工

事（４年目） 

・石名坂環境事業所新１号炉施工監理委託（３年

目） 

・石名坂環境事業所新管理棟及びペット火葬棟

建設工事（１年目） 

・石名坂環境事業所新管理棟及びペット火葬棟新

設施工監理委託（事業費未定のため、事業費に含ま

れていません）（１年目） 

10,811,394 

Ｒ１０ 

・石名坂環境事業所新１号炉基幹的設備改良工

事（５年目） 

・石名坂環境事業所新１号炉施工監理委託（４年

目） 

・石名坂環境事業所新管理棟及びペット火葬棟

建設工事（２年目） 

・石名坂環境事業所新管理棟及びペット火葬棟新

設施工監理委託（事業費未定のため、事業費に含ま

れていません）（２年目） 

5,330,314 
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Ｒ１１以降 
石名坂環境事業所新１号炉、新管理棟、ペット火

葬棟 供用開始予定 
0 

供用開始予定 令和１１年４月 総事業費見込み 20,622,119 

（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  

 

［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

  

 

石名坂環境事業所  

石名坂温水プール 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

６  

(事業名 )  

南消防署本町出張所（第９分団）再整備  

事業主管課 消防局 消防総務課  

住所又は地番 本町四丁目５番２１  

敷地面積 800㎡ 

現状・課題 

南消防署本町出張所は、旧耐震基準で建設され、老朽化が進んで

おり、現存する消防出張所の中で最も古い施設となっていること

から、災害発災時の活動拠点として安全性の確保が求められてい

ます。 

コンセプト 

市民の安全・安心を守る消防施設として、建物の耐震化をはじ

め、出動動線の確立、訓練スペースや現有消防力に合わせた各種資

機材等の収納スペースの確保、消防職団員の執務環境の整備等を

目的に再整備を実施します。また、本敷地は旧東海道藤沢宿街なみ

継承地区内にあることから、歴史ある街なみを考慮した外観等を

検討します。 

工事期間中は藤沢公民館跡地に仮設施設を建設します。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

災害発災時の活動拠点として、「公共施設の安全性の確保」の観

点から、老朽化した施設の再整備を進めます。 

施設規模 

現況 569 ㎡ 

計画 800 ㎡ 

主な諸室 

（機能） 

１階：車庫、ロッカー、救急隊員用仮眠室等 

２階：執務用スペース、食堂、厨房、更衣室、仮眠室、浴室等 

３階：分団待機室、会議室兼研修室、トレーニング室、機械置場等 

複合化等 

想定施設 
― 

PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

民間事業者の運営に関するノウハウを活用することができず、

実質的な効果が高くないため導入しません。 
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想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで 

（Ｒ４） 

・既存庁舎アスベスト調査 

・本設敷地測量委託 

・仮設埋蔵文化財試掘調査 

6,250 

（Ｒ５） 

・仮設庁舎建設工事（令和６年３月運用開始） 

・仮設庁舎建設に伴うシステム移設工事等 

・本設の基本・解体・実施設計委託（継続費） 

・本設の地質調査 

・本設解体に伴う事前家屋調査 

・本設の電波障害調査 

・仮設庁舎リース（１／５） 

44,286 

（Ｒ６） 

・本設実施設計委託 

・既存庁舎解体工事 

・本設埋蔵文化財試掘調査 

・仮設庁舎リース（２／５） 

119，943 

Ｒ７ 

・本設埋蔵文化財本調査 

・事前家屋調査（追加分） 

・仮設庁舎リース（３／５） 

226,804 

Ｒ８ 
・本設建設工事 

・仮設庁舎リース（４／５） 
405,064 

Ｒ９ 

・本設建設工事 

・家屋調査（事後） 

・電波障害調査（事後） 

・仮設庁舎リース（５／５） 

432,076 

Ｒ１０ ― 0 

Ｒ１１以降 ― 0 

供用開始予定 令和９年９月 総事業費見込み 1,234,423 

（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※R6 年 10 月に既存庁舎については解体済み） 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業予定地 

（現南消防署本町出張所） 

仮設施設予定地 

（藤沢公民館跡地） 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

７  

(事業名 )  

鵠沼中学校再整備  

事業主管課 教育部 学校施設課  

住所又は地番 鵠沼桜が岡四丁目３番３７号  

敷地面積 21,327㎡ 

現状・課題 

鵠沼中学校の最も古い校舎は、1970 年（昭和 45 年）に建設さ

れ、建築後 50 年が経過し、老朽化が進んでいます。現状の校舎面

積は、文部科学省が定める学校施設の必要面積を下回っており、ま

た、近年の教育内容に見合った機能も不足しています。これらの状

況から、学校施設再整備第１期及び第２期実施計画において、事業

実施の優先度が高い施設として位置づけており、令和４年度から

基本実施設計を実施しています。 

コンセプト 

北校舎は、建築後 50 年が経過し、老朽化が進んでいるため、改

築による再整備を計画します。 

南校舎は、建築後 40 年程度で､長寿命化改修を計画していまし

たが､劣化状況調査の結果､費用対効果が見込めないことから､北

校舎同様､改築による再整備に変更します｡ 

屋内運動場は、建築後 30 年程度で、築年数が浅いため、中規模

改修（劣化部補修を含む）を実施し、各種設備機器等の機能回復を

図ります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から、老朽化した学校施設の

再整備を進めます。 

施設規模 

現況 校舎棟及び屋内運動場棟 7,969 ㎡ 

計画 
校舎棟     約 8,600 ㎡    地上４階ＲＣ造 

屋内運動場棟  1,465 ㎡（既存）地上２階ＲＣ造 

主な諸室 

（機能） 
藤沢市立学校施設再整備基本方針における標準諸室 

複合化等 

想定施設 
― 

PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

民間事業者の運営に関するノウハウを活用することができず、

実質的な効果が高くないため、導入しません。 
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想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで 

（Ｒ３） 

・再整備に向けた庁内検討 

0 

 

（Ｒ４） 

・地質調査 

・基本実施設計（１年目） 

47,088 

（Ｒ５） 

・基本実施設計（２年目） 

45,132 

（Ｒ６） 

・基本実施設計（３年目） 

83,421 

Ｒ７ 

・基本実施設計（４年目） 

・事前家屋調査 

・テレビ電波調査 

216,585 

Ｒ８ 

・校舎棟建設工事（１年目） 

・屋内運動場改修工事（１年目） 

・工事監理委託（１年目） 

1,898,106 

Ｒ９ 

・校舎棟建設工事（２年目） 

・屋内運動場改修工事（２年目） 

・工事監理委託（２年目） 

3,439,295 

Ｒ１０ 

・校舎棟建設工事（３年目） 

・屋内運動場改修工事（３年目） 

・工事監理委託（３年目） 

・初度調弁 

・既存仮設校舎解体工事 

・既存校舎解体工事（１年目） 

1,102,949 

Ｒ１１以降 

・既存校舎解体工事（２年目） 

・外構グラウンド整備工事 

・事後家屋調査委託 

・テレビ電波調査委託 

1,517,897 

供用開始予定 令和１０年９月 総事業費見込み 8,350,473 

（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鵠沼中学校 

本鵠沼駅 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

８  

(事業名 )  

辻堂小学校再整備  

事業主管課 教育部 学校施設課  

住所又は地番 辻堂東海岸一丁目１７番１号  

敷地面積 19,882㎡ 

現状・課題 

辻堂小学校の敷地の一部は、津波浸水想定区域内に位置してい

ます。主な校舎は、1986 年（昭和 61 年）に建設されていますが、

最も古い校舎は、1968 年（昭和 43 年）に建設、屋内運動場は、1965

年（昭和 40 年)に建設され､いずれも建築後 50 年が経過し、老朽

化が進んでいます。学校規模は、過大規模で、現状の校舎及び屋内

運動場の面積は、文部科学省が定める学校施設の必要面積を下回

っており、また、近年の教育内容に見合った機能も不足していま

す。これらの状況から、学校施設再整備第１期及び第２期実施計画

において、事業実施の優先度が高い施設として位置づけており、令

和５年度から基本実施設計を実施しております。 

なお、過大規模の解消に向け、「藤沢市立学校適正規模・適正配

置検討委員会」において、学区の見直しやその他の方策について、

検討します。 

コンセプト 

北校舎及び屋内運動場は、建築後 50 年が経過し、老朽化が進ん

でいるため、改築による再整備を計画します。 

南校舎は、建築後 40 年程度で、比較的築年数が浅いため、長寿

命化改修を実施し、機能向上を図ります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から、老朽化した学校施設の

建替えを進めていきます。また、「公共施設の機能集約・複合化に

よる施設数の縮減」の観点から、放課後児童クラブとの複合化を検

討します。 

施設規模 

現況 校舎棟及び屋内運動場棟 6,675 ㎡  

計画 
校舎棟    約 9,600 ㎡ 

屋内運動場棟 約 1,200 ㎡ 

主な諸室 

（機能） 
藤沢市立学校施設再整備基本方針における標準諸室 

複合化等 

想定施設 
放課後児童クラブ 

PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

民間事業者の運営に関するノウハウを活用することができず、

実質的な効果が高くないため、導入しません。 
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想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで 

（Ｒ３） 

・過大規模解消に向けた検討 

0 

（Ｒ４） 

・過大規模解消に向けた検討 

・整備に向けた庁内検討 

0 

（Ｒ５） 

・基本実施設計（１年目） 

・地質調査委託 

・敷地測量業務委託 

66,414 

（Ｒ６） 

・基本実施設計（２年目） 

93,000 

Ｒ７ 

・基本実施設計（３年目） 

・事前家屋調査 

・テレビ電波調査 

185,956 

Ｒ８ 

・校舎改築工事（１年目） 

・屋内運動場改築工事（１年目） 

・工事監理委託（１年目） 

1,883,599 

Ｒ９ 

・校舎改築工事（２年目） 

・屋内運動場改築工事（２年目） 

・工事監理委託（２年目） 

3,767,199 

Ｒ１０ 

・校舎改築工事（３年目） 

・屋内運動場改築工事（３年目） 

・工事監理委託（３年目） 

・長寿命化改修工事（１年目） 

・初度調弁 

・既存仮設校舎解体工事 

・既存給食棟解体工事 

1,796,648 

Ｒ１１以降 

・長寿命化改修工事（２年目） 

・既存校舎解体工事 

・外構グラウンド整備工事等 

・事後家屋調査 

・テレビ電波調査 

1,517,619 

供用開始予定 令和１０年９月 総事業費見込み 9,310,435 

（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  

※現在、基本実施設計業務中であり、スケジュール及び事業費の検討を行っているため、 

スケジュール及び事業費については、変更となります。 
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［現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［位置図（周辺地図）］ 

 

 

 

 

  

 

辻堂小学校  
八部公園 

辻堂東海岸市民の家 

辻堂児童館 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

9 

(事業名 )  

鵠洋小学校再整備  

事業主管課 教育部 学校施設課  

住所又は地番 鵠沼桜が岡三丁目１６番３８号  

敷地面積 17,420㎡ 

現状・課題 

鵠洋小学校は、最も古い校舎は、1960 年（昭和 35 年）に建設、

屋内運動場は、1965 年（昭和 40 年）に建設され、いずれも建築後

50 年以上が経過し、老朽化が進んでいます。現状の校舎及び屋内

運動場の面積は、文部科学省が定める学校施設の必要面積を下回

っており、また、教育内容に見合った機能も不足しています。これ

らの状況から、学校施設再整備第１期及び第２期実施計画におい

て、事業実施の優先度が高い施設として位置づけています。 

学校施設再整備基本方針に基づき、建物ごとに整備手法を計画

していますが、建物の配置や機能等は、学校関係者及び近隣住民と

の合意形成の観点を考慮しながら検討を進める必要があります。 

コンセプト 

学校施設は、義務教育を行う場として、児童が安全・安心で快

適に学習活動や学校生活を送るための環境であることはもちろ

ん、防災上の観点からも、地域住民の指定避難所としての活用が

求められていることから、地域の特性も活かしながら整備を進め

ます。 

【概要】 

北校舎の一部（普通教室棟）及び南校舎、屋内運動場は、建築

後 50 年が経過し、老朽化が進んでいるため、改築による再整備

を計画します。北校舎の一部（管理諸室棟）は、建築後 40 年程

度で、比較的年数が浅いため、長寿命化改修を実施し、機能向上

を図ります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から、老朽化した学校施設

の建替えを進めていきます。また、「公共施設の機能集約・複合

化による施設数の縮減」の観点から、放課後児童クラブとの複合

化を検討します。 

施設規模 

現況 校舎等 5,822 ㎡ 屋内運動場 632 ㎡ 仮設校舎 910 ㎡ 

計画 校舎 9,100 ㎡ 屋内運動場 1,200 ㎡  

主な諸室 

（機能） 
藤沢市立学校施設再整備基本方針における標準諸室 

複合化等 

想定施設 
放課後児童クラブ 
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PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

民間事業者の運営に関するノウハウを活用することができず、実

質的な効果が高くないため、導入しません。 

 

 

想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで ・整備に向けた庁内検討 0 

Ｒ７ 
・基本実施設計（1 年目） 

・学校用地表示登記等業務委託 
23,771 

Ｒ８ 
・基本実施設計（2 年目） 

・テレビ電波調査委託 
94,796 

Ｒ９ ・基本実施設計（3 年目） 263,863 

Ｒ１０ 

・事前家屋調査委託 

・仮設校舎建設工事 

・既存仮設校舎解体工事 

・校舎解体工事 

558,000 

Ｒ１１ 

・校舎改築及び長寿命化改修工事（1 年目） 

・屋内運動場改築工事（1 年目） 

・工事監理委託（1 年目） 

2,817,000 

Ｒ１２ 

・校舎改築及び長寿命化改修工事（2 年目） 

・屋内運動場改築工事（2 年目） 

・工事監理委託（2 年目） 

・初度調弁 

・仮設校舎解体工事 

1,903,000 

Ｒ１３ 

・外構グラウンド整備工事等 

・事後家屋調査委託 

・テレビ電波調査委託 

160,000 

供用開始予定 令和１２年１２月 総事業費見込み 5,820,430 

（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  

※事業スケジュール・事業費については、藤沢市立学校施設再整備第２期実施計画時の

事業スケジュール・事業費のため、今後、見直し作業により変更となります。 
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[現況写真] 

 

 

 

 

 

[位置図（周辺地図）] 

鵠洋児童館 

鵠洋小学校 
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(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１0 

 

(事業名 )  

片瀬小学校再整備  

事業主管課 教育部 学校施設課  

住所又は地番 片瀬二丁目１４番２９号  

敷地面積 12,487㎡ 

現状・課題 

片瀬小学校は、最も古い校舎は、1964 年（昭和 39 年）に建設、

屋内運動場は､1969 年（昭和 44 年）に建設され、いずれも建築後

50 年が経過し、老朽化が進んでいます。現状の校舎及び屋内運動

場の面積は、文部科学省が定める学校施設の必要面積を下回って

おり、また、教育内容に見合った機能も不足しています。 

これらの状況から、学校施設再整備第１期及び第２期実施計画

において、事業実施の優先度が高い施設として位置づけています。 

学校施設再整備基本方針に基づき、建物ごとに整備手法を計画

していますが、建物の配置や機能等は、学校関係者及び近隣住民と

の合意形成の観点を考慮しながら検討を進める必要があります。 

コンセプト 

学校施設は、義務教育を行う場として、児童が安全・安心で快適

に学習活動や学校生活を送るための環境であることはもちろん、

防災上の観点からも、地域住民の指定避難所としての活用が求め

られていることから、地域の特性も活かしながら整備を進めます。 

【概要】 

北校舎及び南校舎東側、屋内運動場は、建築後 50 年が経過し、

老朽化が進んでいるため、改築による再整備を計画します。南校舎

西側及び管理諸室棟は、建築後 40 年程度で、比較的年数が浅いた

め、長寿命化改修を実施し、機能向上を図ります。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

「公共施設の安全性の確保」の観点から、老朽化した学校施設の

建替えを進めていきます。また、「公共施設の機能集約・複合化に

よる施設数の縮減」の観点から、放課後児童クラブとの複合化を検

討します。 

施設規模 

現況 校舎等 5,183 ㎡ 屋内運動場 626 ㎡ 仮設校舎 412 ㎡ 

計画 校舎 6,500 ㎡ 屋内運動場 1,100 ㎡   

主な諸室 

（機能） 
藤沢市立学校施設再整備基本方針における標準諸室 

複合化等 

想定施設 
放課後児童クラブ 

PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

民間事業者の運営に関するノウハウを活用することができず、実

質的な効果が高くないため。 
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想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで ・整備に向けた庁内検討 0 

Ｒ７ ・整備に向けた庁内検討 0 

Ｒ８ 
・基本実施設計（1 年目） 

・地質調査委託 
38,200 

Ｒ９ 
・基本実施設計（2 年目） 

・テレビ電波調査委託 
49,350 

Ｒ１０ ・基本実施設計（3 年目） 63,450 

Ｒ１１ 

・事前家屋調査委託 

・仮設校舎建設工事 

・既存仮設校舎解体工事 

・校舎解体工事 

377,000 

Ｒ１２ 

・校舎改築及び長寿命化改修工事（1 年目） 

・屋内運動場改築工事（1 年目） 

・工事監理委託（1 年目） 

1,963,000 

Ｒ１３ 

・校舎改築及び長寿命化改修工事（2 年目） 

・屋内運動場改築工事（2 年目） 

・工事監理委託（2 年目） 

・初度調弁 

・仮設校舎解体工事 

1,334,000 

Ｒ１４ 

・外構グラウンド整備工事等 

・事後家屋調査委託 

・テレビ電波調査委託 

160,000 

供用開始予定 令和１３年１２月 総事業費見込み 3,985,000 

（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  

※事業スケジュール・事業費については、藤沢市立学校施設再整備第２期実施計画時の

事業スケジュール・事業費のため、今後、見直し作業により変更となります。 
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[現況写真] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[位置図（周辺地図）] 

片瀬小学校 

片瀬中学校 

片瀬浪合市民の家 
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（事業費 R5 以前：決算額、R6：予算額、R7 以降：想定建設事業費）  

 

(実施・検討 ) 

実施 

(番号 )  

１１  

(事業名 )  

片瀬山市民の家再整備  

 
事業主管課 市民自治部 市民自治推進課  

住所又は地番 片瀬山四丁目１０８０番１５０  

敷地面積 約1,298㎡ 

現状・課題 

片瀬山市民の家は、1976 年（昭和 51 年）に建設された開設年度

が最も早い施設のひとつです。開設後 48 年が経過し、老朽化が進

んでいるため、地域住民から早急な建替えが要望されています。 

コンセプト 

老朽化が進む施設を更新、バリアフリー化することにより地域 

住民が安全に安心して利用できる活動拠点を維持するとともに、 

駐車場を整備し、高低差のある片瀬地区において、より広く多くの 

方にご利用いただけるように再整備を行います。 

「再整備基本

方針」に基づ

く考え方 

片瀬地区の地域コミュニティ機能を維持するため、また、公共施

設の安全性確保の観点から再整備を進める必要があります。 

施設規模 

現況 
地積  ：485.36 ㎡ 

延床面積：197.58 ㎡ 

計画 
地積  ：約 750 ㎡ 

延床面積：約 250 ㎡ 

主な諸室 

（機能） 
市民の家、駐車場、駐輪場 

複合化等 

想定施設 
― 

PPP（公民連

携手法）導入

及び検討状況 

BTO（サービス購入型）の可能性を検討します。 

 

想定事業スケジュール・想定事業費 

年度 主な事業項目 事業費（千円） 

Ｒ６まで 
・先行取得用地の管理 

・地域住民との協議 
255,905 

Ｒ７ ・事業手法等の検討 0 

Ｒ８～９ ・基本設計、実施設計 16,500 

Ｒ１０ 
・施工、移転 

・供用開始 
287,100 

供用開始予定 令和１０年度中 総事業費見込み 559,505 




